
別 記 

 第1号様式(第4条関係) 

大多喜町シンボルキャラクターデザイン等使用申請書 

令和６年６月６日  

  大多喜町長     様 

 

          住所(所在地)大多喜町大多喜93 株式会社大多喜 

          氏名(名称及び代表者名)代表取締役 大多喜 太郎 

    

          電話番号××××-××-×××× 

 

 大多喜町シンボルキャラクターのデザイン等を使用したいので、下記のとおり申請しま

す。 

記 

 

使用対象物品

又はサービス 

 トートバッグ・スタンプ・チラシ・およびポスターへの使用。 

使用目的 
 千葉県生誕150周年イベントのため 

使用方法 

※種類、名称、規格等を記入 

トートバッグ縦30㎝×横20㎝  チラシA４ 

スタンプ縦5㎝×横5㎝     ポスターA０ 

使用期間     令和６年７月１日～令和６年８月３１日 

使用場所  大多喜駅・御宿駅・勝浦駅・大原駅 

製造個数 トートバッグ100個 スタンプ4個 チラシ500部 ポスター100部 

(連絡先) 

 担当者名：株式会社大多喜 ○○部△△係 係長 大多喜次郎 

電話番号：××××-××-×××× 

 

(添付書類) 

 (1) 企画書(レイアウト、設計図等使用方法が分かるもの) 

 (2) 申請者の概要が分かる書面 

 (3) その他 

 

 次の使用許可の制限のいずれかに該当すると認められた場合又は使用上の遵守事項のい

ずれかに違反した場合は、直ちに是正又は使用を中止することを誓約します。 

          氏名 株式会社大多喜 代表取締役 大多喜 太郎 

  



1 使用許可の制限 

 (1) 町及びキャラクターの品位及びイメージを害し、又は害するおそれのあるとき。 

 (2) 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき。 

 (3) 特定の政治家等の個人、政党若しくは宗教団体を支援するものであるとき、又はこ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。 

 (4) 不当な利益を得るために使用し、又は利用するおそれがあると認められるとき。 

 (5) その他町長が公益上の観点又は著作権管理の観点から使用について不適当と認め

るとき。 

 

2 使用上の遵守事項 

 (1) 許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。 

 (2) 町で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。 

 (3) デザイン等の使用に際し、町が貸し出した物件を期限までに返還すること。 

 (4) 許可を受けた使用権は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。 

 (5) 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。 

 (6) 原則として物品には、「大多喜町シンボルキャラクター おたっきー」と標記を付

すこと。 

 (7) デザイン等の使用前に当該使用に係る物品の完成品を速やかに町長に提出するこ

と。ただし、完成品の提出が困難と町長が認めるものについては、その写真をもって代

えることができる。 


